
令和６年 年末調整

（従業員用）

職員課 給与支給係



申告期限

令和６年１１月８日（金）
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特別な事情や事前報告がないまま、提出期限までに申

告がない場合は、年末調整を行いませんので、ご自身
で確定申告をしてください。また、その際は所得税の
「乙欄」が適用され、月々の所得税が高くなる場合が
ありますので、ご了承ください。



目次

● 年末調整とは ・・・ P4
● 年末調整の対象者 ・・・ P5
● 令和６年 税制等の改正点 ・・・ P6
● システム操作とマニュアル ・・・ P7
● 原本提出が必要な書類 ・・・ P10
● 電子的控除証明書について ・・・ P12
● 注意事項 ・・・ P13

3



従業員を雇用している事業所は、毎月、従業員の給料から源泉所得税を天引き
し、預かった税金を納めています。つまり 従業員の所得税の先払いをしている
のです。

先払いをした従業員の源泉所得税と正確な所得税の差額を計算し、精算するの
が年末調整です。「源泉所得税＞正確な所得税」なら差額分を従業員へ返し、
「源泉所得税＜正確な所得税」なら差額分を従業員の給料から天引きします。
源泉所得税と正確な所得税の差額を従業員へ返すことを「還付」といい、給料
から天引きすることを「追加徴収」といいます。

引用：オフィスステーション年末調整

https://www.officestation.jp/nencho/article/473/

年末調整とは
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https://www.officestation.jp/nencho/article/473/


年末調整の対象者
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本学における年末調整の対象者は、原則、以下のとおりです。

• 常勤職員、非常勤職員

（学外非常勤講師、TA/RA、短期雇用職員、研究補助員、研究活動支援員、

学生学習支援員、部活動指導員は原則対象外）

• 今年の12月に本学からの給与支払がある方

• 上記に当てはまる方で、本学に採用される前に本学以外からの給与収入があ
る場合、その分の源泉徴収票を提出できる方



・令和６年分所得税の定額減税の実施

年末調整時点の定額減税の額を算出し、年間の所得税額の計算を行います。
6月2日以降に扶養親族等の状況に変更があった場合、定額減税額が再計算さ
れ、所得税の還付または追加徴収が発生する可能性があります。

※申告内容をもとに減税処理を行いますので、従業員側で追加の手続きは不要です。

⇩詳細については国税庁HPの「定額減税特設サイト」をご確認ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

１ 令和６年 税制等の改正点
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システム操作方法の詳細については職員課HPに掲載していますので、必ずご確認ください。

２ システム操作とマニュアル

https://pws.skr.u-ryukyu.ac.jp/pws/
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https://pws.skr.u-ryukyu.ac.jp/pws/
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※初回ログイン時にパスワードの変更、メールアドレスの登録を求められます。
個人用メールアドレスをお持ちでない方はメールアドレスを取得してください。
大学から配布されたメールアドレスの他に、フリーメール（Gmail、Yahooメール）等も使用可能です。

２ システム操作とマニュアル
オフィスステーションログイン

右のQRコード、または以下URLへアクセスしてください。（２段階認証
のため、ログイン時にはメールアドレスをご準備ください。）

【URL】

https://service.officestation.jp/g55e7g/user-mypage/auth

初回ログインID及びパスワードは、以下のとおりです。

ID ご自身の職員番号8桁
※採用時にお渡ししている労働条件通知書に記載しています。

PW 初回ログイン：学内限定公開している資料を確認するか、部局担当者にお問い合わせください
2回目以降ログイン：初回ログイン時にご自身で設定したパスワード

https://service.officestation.jp/g55e7g/user-mypage/auth


• 全ての質問の回答を終えると確認画面に移動します。「当システムに
入力した内容で年末調整を申請することに同意します」にチェックし
て、「年末調整データを会社に送信する」をクリックすると提出完了
になりますので、最後まで完了させてください。

２ システム操作とマニュアル
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①保険料控除証明書

※①は電子的控除証明書を取り込んで申告した場合は提出不要

②前職の源泉徴収票

※②はすでに提出済みの方は提出不要

③社会保険料控除証明書（国民年金保険料、国民年金基金掛金）

※国民健康保険料、任意継続保険料等は提出不要

④確定拠出年金証明書（iDeCo、小規模企業共済等掛金、401K 等）

※④は給与から控除されている場合は提出不要

⑤年末調整のための（特定増改築等）住宅借入金等特別控除証明書又は給与所得者の(特定増改築等)住宅
借入金等特別控除申告書

※⑤は電子的控除証明書を取り込んで申告した場合は提出不要

⑥住宅取得資金に係わる借入金の年末残高等証明書

※⑥は電子的控除証明書を取り込んで申告した場合は提出不要

⑦国外居住親族に係る書類（送金関係書類、親族関係書類）

３ 原本提出が必要な書類
システム内でダウンロー
ドできる台紙に貼り付け
て提出してください。
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• システムで年末調整データ送信後、必要書類の申告台紙を出力してください。（ご利用マ
ニュアルp.38参照）

• 職員課HP「年末調整に関すること」ページに掲載の「年末調整業務にかかる各部局担当係
一覧」を確認し、ご自身の所属部局の担当係に提出してください。

３ 原本提出が必要な書類
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※１枚目は提出が必要な書類のチェックリストが表示されます。
両面印刷で印刷のこと。

https://pws.skr.u-ryukyu.ac.jp/pws/wp-content/uploads/2024/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C6%E5%B9%B4-%E5%B9%B4%E6%9C%AB%E8%AA%BF%E6%95%B4%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%81%AB%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%8B%E5%90%84%E9%83%A8%E5%B1%80%E6%8B%85%E5%BD%93%E4%BF%82%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf
https://pws.skr.u-ryukyu.ac.jp/pws/wp-content/uploads/2024/10/%E4%BB%A4%E5%92%8C6%E5%B9%B4-%E5%B9%B4%E6%9C%AB%E8%AA%BF%E6%95%B4%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%81%AB%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%8B%E5%90%84%E9%83%A8%E5%B1%80%E6%8B%85%E5%BD%93%E4%BF%82%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf


• 「電子的控除証明書」とは

紙媒体の控除証明書に代わり、電子データで取得・提出できる控除証明書です。データ
をシステムに取り込むことで、控除に関する入力作業が不要となり、また入力ミスのリ
スクも軽減されます。電子的控除証明書の取得方法についてのマニュアルも職員課HP
に掲載しています。

４ 電子的控除証明書について
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https://pws.skr.u-
ryukyu.ac.jp/pws/index.php/adjustment/

職員課HP(年末調整に関すること)

https://pws.skr.u-ryukyu.ac.jp/pws/index.php/adjustment/
https://pws.skr.u-ryukyu.ac.jp/pws/index.php/adjustment/


（１）原本書類を提出する前に、書類のコピーを取り、ご自身で保管を
してください。システム上で控除の申告を行なっている場合でも、
給与支給係への書類の提出が確認できず、さらに申告者自身が書
類のコピーを保管していない場合は、当該申告を取り下げていた
だくことがございます。

（２）年内に別の事業所から給与を受給している職員で、すでに前職の
源泉徴収票を給与支給係に提出している場合は、前職の情報をシ
ステム上に登録しています。未提出の職員は、源泉徴収票の情報
を元に必要事項をシステムに入力し、源泉徴収票の原本をご自身
の所属する部局の担当者に提出してください。

５ 注意事項
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（３）前回の年末調整及び「身上変更申告」で申告された内容はすでに
事前登録しています。事前登録された内容に誤りがないかご確認
ください。特に保険料等控除申告について、保険料等の金額修正
や解約した保険の削除を忘れないようご注意ください。

（４）令和６年中に、本学で複数の職員番号（注１）で給与を受け取っ
た方は、令和６年１２月末時点で在職予定の職員番号のうち、い
づれか１つの職員番号で年末調整申告を行なってください。

（注１）職員番号を複数付与される勤務例：

例１：令和６年３月まで非常勤職員として勤務し、４月からは常勤職員として勤務している場合。

例２：技術補佐員として勤務しながら、RAとしても勤務してる場合。

５ 注意事項
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（５）今回の年末調整において、新規に扶養家族を追加する場合は、扶
養家族のマイナンバーを所定の様式に記入・封入の上、ご自身の
所属する部局の担当に提出してください。

※所定の様式と封筒は、職員課HP「年末調整に関すること」ペー
ジ、資料⑥に掲載しています。

申告後に、令和６年中に子どもが生まれ扶養親族に追加する場合
は、 「年末調整に関する質問・相談専用フォーム」で差し戻しの
依頼を行ってください。

５ 注意事項
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https://pws.skr.u-ryukyu.ac.jp/pws/index.php/adjustment/
https://pws.skr.u-ryukyu.ac.jp/pws/index.php/adjustment/


（６）申請にあたっては、職員課HPに掲載のマニュアルをご一読ください。

５ 注意事項

（↑）職員課HPによくある質問をまとめています。
https://pws.skr.u-ryukyu.ac.jp/pws/
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https://pws.skr.u-ryukyu.ac.jp/pws/


（７）マニュアル及び職員課HPを確認した上で生じた疑問・質問は

「年末調整に関する質問・相談専用フォーム」でのみ受け付けます。

質問内容によっては、申告者自身で税務署等に問い合わせていただく

ことがあります。

５ 注意事項

https://forms.office.com/r/E1V65SJcuc
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https://forms.office.com/r/E1V65SJcuc
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